
賃貸住宅管理業法の施行スケジュール

R2年度 R3年度 R4年度

サ
ブ
リ
ー
ス
の

広
告
・
勧
誘
等

賃
貸
住
宅
管
理
業
の
登
録
等

法
律
の
公
布

R2.6.19

施
行

R2.12.15

準備・周知 行為規制（勧誘規制・書面交付・書類閲覧）の適用

政省令・運用指
針・ガイドラインの
策定、周知広報

施
行

R3.6.18まで
（公布から1年以内）

経過措置期間

経
過
措
置

終
了

R4.6
（施行から1年間）

施行準備・周知

登録義務・行為規制（業務管理者配置・書面交付）の適用

政省令・ガイドライン
の策定、周知広報

※施行時点で現に
賃貸住宅管理業を
営んでいるみなし
業者は、経過措置
終了までに登録申
請が必要。

資料４


